
牛
分
の
決
算
を
終
え
て

“
二

　
を
お
願
い
致
し
ま
す
。
ま
た
、
確
定
申
告
が
終
了
し
た
　
一　
通
費
を
含
む
。
）
に
集
計
し
て
い
た
だ
く
よ
う
お
願
い
　
一　
機
土
地

・
建
物
を
売
却
さ
れ
た
場
合

４
．　
一一　
の
ち
は
、
そ
の
デ
ー
タ
を
Ｕ
Ｓ
Ｂ
等
に
保
存
し
、
各
勘
　
一　
致
し
ま
す
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一　
　
土
地
や
建
物
を
売
却
さ
れ
た
場
合
に
は
売
却
価
額

纂
（
一　
定
科
目
も
印
刷
し
て
い
た
だ
く
よ
う
お
願
い
致
し
ま
　
一　
鬱
前
年
以
前
３
年
分
の
決
算
書

・
申
告
書
の
持
参
　
　
　
一　
が
高
額
に
な
る
こ
と
、
税
法
上
の
処
理
も
複
雑
に
な
る

引
ｄ
Ｊ
引
□
Ｊ
刊
ｄ
劇
翅
刻
刊
「
樹
翻
柵
細
刊
Ｊ
到
ソ。―
　
一　
　
な
お
、
車
両
の
買
換
え
を
し
た
場
合
は
、
前
年
以
前
　
一　
が
ヽ
予
定
納
税
額
及
び
納
付
書
ま
た
は
振
替
納
税
に
つ



○
提
出
用
の
確
定
申
告
書
等
は
ポ
ー
ル
ペ
ン
を
使
用

提
出
用
の
確
定
申
告
書
等
の
記
入
に
あ
た
り
鉛
筆

で
記
入
さ
れ
て
い
る
会
員
が
見
受
け
ら
れ
ま
す
。
鉛
筆

で
書
か
れ
た
確
定
申
告
書
等
は
税
務
署
に
提
出
で
き

ま
せ
ん
の
で
、
必
ず
ボ
ー
ル
ペ
ン
等
を
使
用
す
る
よ
う

お
願
い
致
し
ま
す
。

③
所
得
税
の
期
限
後
申
告

期
限
後
申
告

（平
成
二
人
年
分
は
平
成
二
九
年
二
月

一
六
日
以
後
）
を
す
る
場
合
に
は
青
色
申
告
特
別
控
除

六
五
万
円
な
ど
が
で
き
な
く
な
り
ま
す
の
で
、
一確
定
申

告
書
は
必
ず
申
告
期
限
内
に
ご
提
出
い
た
だ
き
ま
す

よ
う
お
願
い
致
し
ま
す
。

●
更
正
の
請
求

平
成
二
七
年
分
の
所
得
税
の
確
定
申
告
書
を
提
出

し
た
後
に
、
平
成
二
人
年
二
月

一
六
日
以
後
に
次
の
よ

う
な
事
由
が
あ
つ
た
場
合
に
は
そ
の
確
定
申
告
書
の

提
出
期
限
か
ら
五
年
以
内
に
限
り
、
更
正
の
請
求
を
し

て
そ
の
確
定
申
告
書
を
訂
正
し
、
税
額
の
還
付
を
受
け

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

（１
）
申
告
書
を
提
出
し
た
会
員
に
扶
養
し
て
い
る
子

や
親
な
ど
の
家
族
や
配
偶
者

（他
の
申
告
者
の
扶
養
親

族
に
な
っ
て
い
る
者
、
合
計
所
得
金
額
が
三
人
万
円
超

で
あ
る
者
、
青
色
事
業
専
従
者
に
該
当
す
る
も
の
で
給

与
の
支
払
い
を
受
け
て
い
る
も
の
、
事
業
専
従
者
に
該

当
す
る
も
の
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
扶
養
控
除
、
配
偶

者
控
除
、
配
偶
者
特
別
控
除
を
し
て
い
な
か
っ
た
。

（２
）
自
分
が
寡
婦
あ
る
い
は
寡
夫
に
該
当
す
る
の
に

寡
婦

（寡
夫
）
控
除
を
し
て
い
な
か
つ
た

（３
）
国
民
年
金
や
国
民
年
金
基
金
、
国
民
健
康
保
険

料
、
労
働
保
険
料
な
ど
の
社
会
保
険
料
の
支
払
い
が
あ

っ
た
の
に
社
会
保
険
料
控
除
を
し
て
い
な
か
っ
た
。

（４
）
減
価
償
却
費
の
計
算
を
し
て
い
な
か
つ
た
。
あ

る
い
は
実
際
よ
り
少
な
く
計
算
し
て
い
た
。

（５
）
平
成
二
七
年
分
の
必
要
経
費
に
算
入
す
べ
き
消

費
税
額
、
個
人
事
業
税
額
、
固
定
資
産
税
額
を
必
要
経

費
に
算
入
し
て
い
な
か
っ
た
。

（６
）
平
成
二
七
年
分
の
所
得
金
額
や
納
付
す
べ
き
税

額
に
つ
い
て
計
算
間
違
い
を
し
て
い
た
。

０
修
正
申
告

所
得
税
の
確
定
申
告
書
を
提
出
し
た
後
に
、
平
成
二

人
年
二
月

一
六
日
以
後
に
次
の
よ
う
な
事
由
が
あ
っ

た
場
合
に
は
そ
の
申
告
に
つ
い
て
更
正

（税
務
調
査
な

ど
）
を
受
け
る
ま
で
は
、
申
告
し
た
所
得
金
額
や
税
額

等
を
訂
正
す
る
た
め
に
修
正
申
告
書
を
提
出
す
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。
修
正
申
告
を
し
た
場
合
に
は
、
先
の

申
告
が
誤
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
正
当
な
理
由
の
な
い

限
り
過
少
申
告
加
算
税
が
賦
課
さ
れ
ま
す
が
、
そ
の
修

正
申
告
書
が
税
務
署
の
調
査
に
よ
っ
て
更
正
を
受
け

る
こ
と
を
予
知
し
て
さ
れ
た
も
の
で
な
い
と
き
は
過

少
申
告
加
算
税
は
賦
課
さ
れ
ま
せ
ん
。
（延
滞
税
は
課

税
さ
れ
ま
す
。
）

（１
）
配
偶
者
控
除
、
扶
養
控
除
を
受
け
て
い
た
家
族

の
そ
の
年
分
の
合
計
所
得
金
額
が
三
人
万
円
を
超
え

る
こ
と
が
わ
か
つ
た
場
Ａ
Ｒ

（２
）
売
上
代
金
の
集
金
が
済
ん
で
い
な
い
あ
る
い
は

口
座
へ
の
振
り
込
み
が
な
い
た
め
、
そ
の
年
分
の
そ
の

未
収
の
売
上
金
額
を
収
入
金
額
に
計
上
し
て
い
な
か

っ
た
。

（３
）
生
命
保
険
契
約
、
損
害
保
険
契
約
が
満
期
に
な

っ
た
た
め
、
満
期
返
戻
金
の
支
払
い
を
受
け
た
こ
と
に

よ
り
一
時
所
得
の
金
額
が
生
じ
た
が
、
な
ん
の
処
理
も

し
て
い
な
か
つ
た
。

（４
）
一
六
歳
未
満
の
扶
養
親
族
を
控
除
対
象
扶
養
親

族
と
し
て
扶
養
控
除
を
受
け
て
い
た
。

（５
）
そ
の
年
分
の
仕
入
高
、
各
経
費
科
目
や
減
価
償

却
費
を
過
大
に
計
算
し
て
い
た
。

以
上
の
こ
と
に
ご
注
意
い
た
だ
き
、
来
年
も
よ
り
正

確
な
確
定
申
告
を
し
て
い
た
だ
き
ま
す
よ
う
お
願
い

致
し
ま
す
。

《消費税の計算方法の変更等》

消費税の課税事業者 (消費税の確定申告書を提出し、消費税を納

付しなければならない方)と なった方は、その消費税の計算方法に

ついて、一般課税と簡易課税のいずれかの計算方法により納付税額

を計算することになりますが、毎年自分の採用 している計算方法

(一般課税又は簡易課税)で節税できるかどうかの見直しのご相談

をしてください。特に、2年以上の期間、簡易課税を選択している

方で、翌年中 (平成 29年中)に店舗の大修繕をする、業務用車両

を購入するような場合は、一般課税を選択したほうがいい場合があ、

りますので今年中 (平成 28年中)に練馬西青色申告会事務局へご

相談していただきますようお願い致します。

なお、現時点で採用している消費税額の計算方法の選択の変更期

限はその変更しようとする年 (平成 29年)の前年 (平成 28年)の
12月 31日 までとなりますのでご注意ください。

蜘らせ

人事院では、下記のとお り「平成 28年度税務職員採用試験Jを行いま丸

興味のある方は、税務署までお気軽にお問い合わせ ください。

記

◇ 受 験 責 格  1 平成 28年 4月 1日 において高等学校又は中等教育学校 を卒業 した日
の翌日から起算 して 3年を経過 していない者及び平成 29年 3月 までに
高等学校又は中等教育学校を卒業する見込みの者

2 人事院が上記 1に 掲げる者に準ずると認める者

◇ 申込手続 1 インターネット申込み
(J 受付期間

・ 平成2年 6月 20日 (月 )9時～平成28年 6月 29日 (水)〔 受信有効 l

121 受農塗XttF」 r至ネ
・ 平成28年 5月 9日 (月,～平成28年 6月 29日 (水)

・ 人事院ホームページ (国 家公務員採用情報NAVI)力 らヽダウンロー ド
[http://-linji"Jp/saivo/saivo htul

ω
謂

=職
漁響観 盤 漱驚 著諄景

ら 17場皓)。

2 インターネット申込みができない場合 侵 験申込書を郵送又は持参)

{1)受 付期間
・ 平成 28年 6月 20日 a)～ 平成 28午 6月 22日 休 )

・ 郵送 :平成 28年 6月 22日 休 )までの通信 日付印有効
・ 持参 :平成 28年 6月 22日 休 )17時までの提出に限り有効

初 受験申込書提出先

希望する第 1次試験地に対応する人事院各地方事務局 傷 )

(湖  第 1次試験地が東京国税渦管内の場合は人事院関東事務局
〒330→712 さいたま市中央区新都心 1-1

131 受験申込書・受験案内 (郵送・持参申込用)交付期間及び交付場所
・ 平成 28年 5月 9日 鯛 )～平成 28年 6月 ″ 日 休 )

・ 東京国税局又lt最寄 りの税務署若しくは人事院各地方事務局 ("
(土・ 甲曜日及び祝日を除く9時から 17哺

第 ■次試験 平成 28年 9月 4日 (日 )

第 2次試験 平成 28年 10月 12日 (水)～平成 28年 10月 21日 (金)の
うち指定された日時

◇ Fon合 せ 先 錬馬西税務署総務課 住  Oβ -3867-9711)


